
　
は
じ
め
に

　

２
０
１
３
年
に
旧
著
『
農
家
・
法
人
の
労
務
管
理
』
を
発
行
し
て
か
ら
10
年
余
り
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
に

多
く
の
農
業
経
営
者
の
皆
さ
ま
に
ご
愛
読
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
間
、
働
き
方
改
革
関
連
法
や
育
児
・
介
護
休
業
法
、
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
な
ど
、
農
業
の
現
場
も
対
象
に
な
る

法
律
改
正
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
政
府
の
副
業
・
兼
業
の
推
進
に
伴
い
、
ス
マ
ホ
の
ア
プ
リ
を
活
用
し
た

１
日
単
位
・
時
間
単
位
の
ア
ル
バ
イ
ト
が
広
が
り
、
他
産
業
に
従
事
す
る
人
が
休
日
に
農
業
で
働
く
機
会
も
増
え
て

き
ま
し
た
。
農
作
業
の
バ
イ
ト
は
本
業
の
労
働
時
間
に
通
算
さ
れ
な
い
た
め
に
割
増
賃
金
が
発
生
す
る
こ
と
が
な
く
、

副
業
・
兼
業
先
と
し
て
農
業
で
大
歓
迎
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
外
国
人
の
雇
用
に
つ
い
て
は
特
定
技
能
制
度
に
よ
っ
て
農
繁
期
の
み
の
労
働
派
遣
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
特
定
技
能
２
号
」
の
対
象
に
農
業
も
追
加
さ
れ
る
こ
と
で
長
期
間
の
雇
用
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
法
改
正
や
新
制
度
へ
の
対
応
も
加
え
、
旧
著
を
大
幅
に
増
補
・
改
訂
し
ま
し
た
。

　

農
業
の
労
務
管
理
は
他
産
業
と
異
な
り
ま
す
。
労
務
管
理
の
基
本
と
な
る
「
労
働
時
間
」「
休
日
」「
休
憩
」
の
規

程
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
他
産
業
の
労
働
時
間
は
労
働
基
準
法
に
よ
り
「
１
日
８
時
間
以
内
」
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
労
働
基
準
法
第
41
条
）。
一
方
、
農
業
は
天
候
に
左
右
さ
れ
る
仕
事
の
た
め
、
労
働
基
準
法
の
こ
の
規
定
は
適
用
さ

れ
ま
せ
ん
。
労
働
時
間
を
「
１
日
10
時
間
」
と
し
て
も
違
法
で
は
な
い
の
で
す
。
実
際
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る

農
業
法
人
も
あ
り
ま
す
。

　

最
も
ま
ず
い
の
は
、
労
働
条
件
通
知
書
や
就
業
規
則
で
他
産
業
並
み
に
１
日
８
時
間
労
働
と
し
て
お
い
て
、
実
際

は
そ
れ
以
上
働
い
て
も
残
業
代
を
支
払
わ
な
い
場
合
で
す
。
当
然
、
従
業
員
が
不
満
を
持
ち
、
辞
め
る
原
因
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
従
業
員
が
労
働
基
準
監
督
署
へ
訴
え
れ
ば
、
３
年
間
さ
か
の
ぼ
っ
て
残
業
代
を
支
払
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
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こ
の
本
は
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農
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経
営
を
行
な
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使
用
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の
視
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ら
説
明
し
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す
が
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読
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問
を
Ｑ
＆
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解
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て
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ま
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お
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く
だ
さ
い
。
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１
│
労
務
管
理
と
法
律
の
か
か
わ
り

　

労
務
管
理
と
は
、「
労
働
生
産
性
を
高
め
る
目
的
か
ら
、
企
業

が
そ
の
従
業
員
に
対
し
て
行
な
う
一
連
の
管
理
」
の
こ
と
で
す
。

具
体
的
な
労
務
管
理
の
内
容
は
、「
従
業
員
の
採
用
、
労
働
時
間
、

賃
金
、
人
事
評
価
、
退
職
・
解
雇
、
労
働
保
険
・
社
会
保
険
、
安

全
衛
生
」
と
い
っ
た
本
書
で
説
明
し
て
い
る
事
柄
に
な
り
ま
す
。

	●
労
務
管
理
の
基
本
は
労
働
基
準
法

　

労
務
管
理
に
関
す
る
手
続
き
（
た
と
え
ば
、
採
用
や
解
雇
）
や

最
低
基
準
（
た
と
え
ば
、
最
低
賃
金
）
な
ど
は
、
法
律
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
労
務
管
理
で
は
「
法
律
で
こ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
自
社
で
は
こ
う
し
よ
う
」
と
い
う
流
れ
に

な
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　

労
務
管
理
に
関
係
す
る
法
律
は
労
働
法
と
い
わ
れ
ま
す
。
労
働

法
は
、
労
働
に
か
か
わ
る
各
種
法
令
の
総
称
の
こ
と
で
す
。
そ
の

労
働
法
の
中
核
に
な
っ
て
、
労
務
管
理
の
基
本
的
事
項
を
定
め
て

い
る
法
律
が
「
労
働
基
準
法
」
で
す
。
労
働
基
準
法
は
、
家
族
経

営
（
同
居
の
親
族
の
み
使
用
）
の
場
合
は
直
接
的
な
関
係
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
１
人
で
も
労
働
者
を
雇
う
と
適
用
に
な
り
ま
す
。

　

労
働
基
準
法
の
違
反
を
取
り
締
ま
っ
て
い
る
役
所
が
労
働
基
準

監
督
署
で
す
。
労
働
基
準
監
督
署
に
い
る
労
働
基
準
監
督
官
に
は
、

特
別
司
法
警
察
員
と
し
て
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
労
働

基
準
法
に
違
反
す
る
と
罰
金
や
、
悪
質
な
場
合
は
懲
役
刑
に
処
せ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

で
も
、
そ
ん
な
に
心
配
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
農
業
は
他
産
業

よ
り
労
働
基
準
法
の
適
用
規
定
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
本
書
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
労
務
管
理
に
関
係
す
る
法
律
は
、【
表
１
】
の
よ

う
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
本
書
は
、
農
業
に
必
要
な
労
務
管
理

の
説
明
を
す
る
な
か
で
、
そ
の
根
拠
と
な
る
法
律
と
何
条
で
あ
る

か
を
示
し
、
条
文
は
な
る
べ
く
シ
ン
プ
ル
に
ま
と
め
て
説
明
し
て

い
ま
す
。

	●
農
業
は
労
働
基
準
法
の
重
要
規
定
が
適
用
除
外

　

労
働
基
準
法
に
違
反
す
る
と
、
罰
金
や
悪
質
な
場
合
は
懲
役
刑

に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　

で
も
農
業
は
天
候
に
左
右
さ
れ
る
等
の
理
由
か
ら
、
労
働
基
準

法
第
41
条
お
よ
び
別
表
第
一
（
第
６
号
、
第
７
号
）
で
規
定
さ
れ

て
い
る
と
お
り
、
労
働
基
準
法
の
重
要
規
定
が
適
用
除
外
（
適
用

さ
れ
な
い
こ
と
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
基
準
法
第
四
十
一
条

　

こ
の
章
、
第
六
章
及
び
第
六
章

の
二
で
定
め
る
労
働
時
間
、
休
憩

及
び
休
日
に
関
す
る
規
定
は
、
次

の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
労
働
者

に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

一　

別
表
第
一
第
六
号
（
林
業

を
除
く
。）
又
は
第
七
号

に
掲
げ
る
事
業
に
従
事
す

る
者

別
表
第
一

六　

土
地
の
耕
作
若
し
く
は
開

墾
又
は
植
物
の
栽
植
、
栽

培
、
採
取
若
し
く
は
伐
採

の
事
業
そ
の
他
農
林
の
事

業

七　

動
物
の
飼
育
又
は
水
産
動

植
物
の
採
捕
若
し
く
は
養

殖
の
事
業
そ
の
他
の
畜
産
、

養
蚕
又
は
水
産
の
事
業

表1　労務管理に関係する法律

名称 内容

労働基準法 賃金・労働時間・休日・労働契約など、労務管理の基本的事項を定めている。
＊年次有給休暇5日の取得義務や他産業の残業上限時間の規定が追加された

パートタイム・
有期雇用労働法

パートなど非正規労働者の適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の
充実、雇用管理改善などを目的としている。
＊同一労働同一賃金の規定が追加された

労働安全衛生法
労働災害防止を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保する
こと等を目的としている。
＊始業・終業時刻や労働時間の記録義務の規定が追加になった

労働契約法

雇用にあたり労働者と使用者の間で締結される労働契約の基本的事項を定めてい
る。労働契約法第5条では、「使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保
しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」という安全配
慮義務を定めている。

男女雇用機会均等法 労働者の募集・採用、配置、昇進、職種、労働契約の更新等について、性別を理
由としての差別的取扱いを禁止している。

育児介護休業法 育児または家族の介護を行なう労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られる
よう支援することなどを目的としている。

高年齢者雇用安定法
企業における65歳までの継続雇用や定年年齢の引き上げなどを図る目的がある。
＊2021年4月1日から70歳までの就業機会の確保について事業主の努力義務が設
けられたが、当面は強制ではない。

労働者災害補償保険
法（労災）

労働者の業務上または通勤上災害等による負傷・疾病・障害・死亡への給付等に
ついて定めている。

雇用保険法 労働者が失業した場合に支給される失業給付のほか、雇用の安定と就職の促進を
図るために、教育訓練給付、雇用継続給付などについて定めている。

健康保険法 企業（農業法人含む）の労働者およびその被扶養者を対象とする健康保険につい
て定めている。なお、自営の農業者が加入する国民健康保険（国保）とは異なる。

厚生年金保険法 企業（農業法人含む）の労働者が加入する厚生年金保険について定めている。

労働施策総合推進法 事業主に職場におけるパワーハラスメント防止措置を講じる義務を定めている。

＊働き方改革として新たに規定された内容
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労働条件通知書 兼 雇用契約書

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殿
所在地　
事業場名称
事業主　             　　　　 ㊞

雇用期間 　　年　　月　　日～期間の定めなし

就業の場所 （雇い入れ直後）〇〇農場　　　（変更の範囲）□□県内の当社農場

従事すべき業務
の内容

（雇い入れ直後）　1.農作業全般　2.農作物などの運搬業務　　
（変更の範囲）　　1.農作業全般　2.農作物などの運搬業務　3.農産物加工業務

始業・終業時刻
休憩時間
所定労働時間

Ⅰ型（4月～ 11月）
　  始業　 8時00分、　　　終業　18時00分
　  休憩時間　  10時00分～ 10時15分
　　　　　　　 12時00分～ 13時00分
　　　　　　　 15時00分～ 15時15分
　　所定労働時間は、8時間30分とする。
Ⅱ型（12月～ 3月）
　  始業　 8時30分、　　　終業　17時00分
　  休憩時間　  12時00分～ 13時00分
　  所定労働時間は、7時間30分とする。
*始業・終業時刻・休憩時間は、業務の都合により繰り上げ・繰り下げする場合がある

所定時間外労働 あり　・　なし　　

休日労働 あり　・　なし　　

休日 年間  　　日　（勤務表で定める）

年次有給休暇 法定の年次有給休暇

賃金

基本給： 月給　・　日給　・　時給 円

通勤手当： 円、 〇〇手当： 円

所定外労働の割増率 時間外：� ％、 休日：� ％、 深夜：� 25％

賃金締切日・
支払日 賃金締切日　毎月　　　日 � 賃金支払日　当月・翌月　　　日

賃金の支払方法 指定口座に振込み　・　現金

退職に関する
事項

自己都合により退職する場合：退職する 30 日前に届け出ること
解雇：就業規則第　　条、第　　条に定める通り

昇給 あり （就業規則第　　条による）

退職手当 なし

賞与 あり：会社の経営状況および勤務成績を勘案して支給することがある

試用期間 あり：〇カ月間　・　なし

労働・社会保険 雇用保険の適用　あり・なし、　　厚生年金保険・健康保険の加入　あり・なし

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所（　　　　　　　　　　　 ）
　　上記労働条件を確認し、契約を致します。　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住所　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　 　　　　　　　　　　㊞

図2　労働条件通知書 兼 雇用契約書（例）

（アルバイト、季節雇用者用）

労働条件通知書
　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殿
所在地　
事業場名称
事業主　             　　　　 ㊞

雇用期間         年　 月　 日　～　       年　 月　 日迄

契約更新等に
ついて

1.契約の更新：　あり（以下の基準により更新することがある）　・　なし
　　①契約期間満了時の業務量
　　②勤務成績・勤務態度・能力
　　③農場の経営状況
2.更新上限の有無：　あり（更新　 回まで／通算契約期間 　年まで）　・　なし　

就業の場所 （雇い入れ直後）事業主の農場および作業場   （変更の範囲）変更なし

従事すべき業務
の内容

（雇い入れ直後）　1.農作業全般　2.農作物などの運搬業務　　　　
（変更の範囲）　　1.農作業全般　2.農作物などの運搬業務

始業・終業時刻
休憩時間
所定労働時間

始業　　時　　分、　　　終業　　時　　分
休憩時間　  　　時　　分～　　時　　分
　 　　　　 　　時　　分～　　時　　分
　 　　　　 　　時　　分～　　時　　分
　　所定労働時間は、　　時間　　分とする。
*始業・終業時刻・休憩時間は、業務の都合により繰り上げ・繰り下げする場合がある

所定時間外労働 あり　・　なし　　

休日労働 あり　・　なし　　

休日 勤務表で定める

年次有給休暇 法定の年次有給休暇

賃金
基本給：月給　・　日給　・　時給　　　円� 通勤手当： 　　　  円

所定外労働の割増率 時間外：� ％、 休日：� ％、 深夜：� 25％

賃金締切日・
支払日 賃金締切日　毎月　　　日 � 賃金支払日　当月　・　翌月　　　日

賃金の支払方法 指定口座に振込み　・　現金

退職に関する
事項 自己都合により退職する場合：　退職する 30 日前に届け出ること

解雇の事由

①身体または精神の障害等によって、業務に耐えられないとき
②勤怠状況が著しく不良で、改善の見込みがないとき
③業務効率が著しく不良で、向上の見込みがないとき
④正当な理由なく業務命令に従わないとき
⑤その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

昇給・退職手当・
賞与 なし

労働・社会保険 雇用保険の適用　あり・なし、　　厚生年金保険・健康保険の加入　あり・なし

相談窓口 事業主

記載のない事項については、労働基準法の定めるところによる。

図3　労働条件通知書（例）
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	●
農
業
に
は
労
働
時
間
の
規
制
が
な
い

　

雇
用
契
約
書
（
労
働
契
約
書
）
や
就
業
規
則
で
定
め
ら
れ
た
労

働
者
の
労
働
時
間
の
こ
と
を
「
所
定
労
働
時
間
」
と
い
い
、
所
定

労
働
時
間
を
超
え
て
働
く
こ
と
を
「
残
業
」
と
い
い
ま
す
。

　

一
般
的
に
は
、
始
業
・
終
業
時
刻
か
ら
休
憩
時
間
を
引
い
た
時

間
が
所
定
労
働
時
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。
農
業
で
も
、
所
定
労
働

時
間
を
定
め
る
必
要
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
他
産
業
の
よ
う
に

１
日
８
時
間
・
１
週
40
時
間
以
内
と
い
う
規
制
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
農
業
に
お
け
る
所
定
労
働
時
間
の
設
定
に
は
次
の
二
と

お
り
の
考
え
が
あ
り
ま
す
。

①
他
産
業
と
同
じ
く
１
日
８
時
間
・
１
週
40
時
間
以
内
に
す
る
。

②
経
営
上
必
要
な
長
め
の
時
間
に
す
る
。

　

他
産
業
と
同
じ
所
定
労
働
時
間
は
、
従
業
員
募
集
に
は
有
利
で

す
が
、
時
間
外
労
働
に
は
残
業
代
を
支
払
う
必
要
が
生
じ
ま
す
。

一
方
、
長
め
の
労
働
時
間
は
従
業
員
募
集
に
は
不
利
で
す
が
、
未

払
い
残
業
代
の
ト
ラ
ブ
ル
は
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

農
業
は
、
雨
・
風
・
雷
な
ど
に
よ
っ
て
作
業
中
断
と
な
り
天
候

回
復
を
待
つ
時
間
が
発
生
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
作
業
再
開
が
無
理

と
な
る
と
「
今
日
は
終
わ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
労
働
免
除
さ

え
行
な
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
所
定
労
働
時
間
を
長
め
に

し
て
い
る
背
景
で
す
。

　

ま
た
、
農
場
の
な
か
に
は
表
11
の
よ
う
に
１
日
の
所
定
労
働
時

間
を
年
間
同
じ
で
な
く
、
夏
期
は
長
め
に
、
冬
期
は
短
め
に
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
多
く
あ
り
ま
す
。

	●
他
産
業
の
変
形
労
働
時
間
制

　

繁
忙
期
の
所
定
労
働
時
間
を
長
く
す
る
代
わ
り
に
、
閑
散
期
の

所
定
労
働
時
間
を
短
く
す
る
制
度
を
一
般
的
に
は
「
変
形
労
働
時

間
制
」
と
い
い
、
他
産
業
に
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

他
産
業
の
変
形
労
働
時
間
制
に
は
、
多
く
の
法
的
規
制
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
他
産
業
の
「
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」
は
、

１
年
以
内
の
一
定
の
期
間
を
平
均
し
、
１
週
間
の
労
働
時
間
が
40

時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
１
日
８
時
間
・
１
週
40
時

間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

さ
ら
に
、
他
産
業
の
「
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」
に
は

次
の
規
制
が
あ
り
ま
す
。

①
労
使
協
定
を
締
結
し
、
労
働
基
準
監
督
署
長
へ
届
け
出
る
。

②
労
働
日
数
は
、
対
象
期
間
が
３
カ
月
を
超
え
る
と
１
年
当
た

り
２
８
０
日
以
内
。

③
１
日
の
上
限
は
10
時
間
ま
で
。

④
１
週
の
上
限
は
52
時
間
ま
で
。

労
務
相
談

こ
こ
が
聞
き
た
い
Ｑ
＆
Ａ

⑪

副
業
者
の
労
働
時
間
は 

通
算
に
な
る
？

Ｑ
果
樹
農
家
で
す
が
、
他
産
業
に
勤

務
し
て
い
る
副
業
者
（
ダ
ブ
ル
ワ
ー

カ
ー
）
を
土
日
に
雇
っ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ビ

ニ
を
経
営
し
て
い
る
友
人
か
ら
「
労
働
時
間

は
通
算
さ
れ
る
の
で
週
40
時
間
を
超
え
た
副

業
者
の
賃
金
は
25
％
割
増
し
で
支
払
う
必
要

が
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
以
前
、
彼
の

店
は
労
働
基
準
監
督
署
の
調
査
が
あ
っ
た
際
、

指
摘
を
受
け
て
割
増
し
分
の
賃
金
を
数
十
万

円
も
支
払
っ
た
そ
う
で
す
。
農
業
の
場
合
も
、

副
業
者
の
労
働
時
間
を
通
算
し
て
割
増
賃
金

を
支
払
う
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
確
か
に
労
働
基
準
法
第 
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条
で
は

「
労
働
時
間
は
、
事
業
場
を
異
に
す

る
場
合
に
お
い
て
も
通
算
す
る
」
と
さ
れ
て

い
る
の
で
、
通
算
し
て
１
日
８
時
間
、
週
40

時
間
を
超
え
た
副
業
者
に
25
％
の
割
増
賃
金

を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
「
農
業
・
畜
産
業
・
養
蚕
業
・
水

産
業
に
つ
い
て
は
、
労
働
時
間
は
通
算
さ
れ

な
い
」
と
厚
生
労
働
省
か
ら
通
達
（
２
０
２

０
年
９
月
１
日
）
が
出
さ
れ
て
お
り
、
割
増

賃
金
を
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

労
務
相
談

こ
こ
が
聞
き
た
い
Ｑ
＆
Ａ

⑫

弾
力
的
な
労
働
時
間
に
し
た
い

Ｑ
地
球
温
暖
化
の
影
響
で
猛
暑
日
が

増
え
、
夏
場
の
農
作
業
が
は
か
ど
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
従
業
員
も
バ
テ
気
味
で
す
。

何
か
対
策
を
取
っ
て
い
る
農
場
は
あ
り
ま
す

か
。Ａ

夏
期
の
農
作
業
は
熱
中
症
の
心
配

も
あ
り
、
ど
こ
の
農
場
で
も
共
通
課

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
対
策
の
ひ
と
つ
と
し

て
は
、
始
業
時
間
を
早
め
、
涼
し
い
時
間
帯

で
の
労
働
時
間
を
増
や
す
こ
と
で
す
。

　
知
り
合
い
の
稲
作
の
農
業
法
人
で
は
、
通

常
8
時
始
業
、
17
時
終
業
の
労
働
時
間
を
、

7
月
と
8
月
に
つ
い
て
は
「
5
時
始
業
・
14

時
終
業
（
う
ち
1
時
間
休
憩
）」
に
変
更
し

ま
し
た
。
従
業
員
の
な
か
に
は
、「
12
～
14

時
の
作
業
が
つ
ら
い
」「
休
憩
な
し
で
働
い

て
13
時
終
業
が
い
い
」
な
ど
の
意
見
も
出
た

そ
う
で
す
が
、
今
で
も
夏
場
は
こ
の
労
働
時

間
に
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
昼
食
の
休
憩
時
間
を
3
時
間
に
し
、

夕
方
の
労
働
時
間
を
多
く
し
て
い
る
農
業
法

人
も
あ
り
ま
す
。
近
年
の
気
候
変
動
に
対
応

す
る
た
め
、
労
働
時
間
は
年
中
弾
力
的
に
考

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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付録　農業の就業規則 例 （解説付き）

第１章　総則

（目的）
第１条	 この規則は、〇〇株式会社（以下、会社という）の従業員の就業に関す

る労働条件および服務規律その他の就業に関する事項を定めたものであ
る。

 解説  個人事業の場合は、会社名のところへ屋号と事業主名（○○農園・事業主
○○○○）を記入してください。

（適用範囲）
第２条	 この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。

ただし、無期転換従業員およびアルバイト等の有期雇用である従業員につ
いては、第10条（休職）、第4章（勤務）、第5章（休暇等）、第6章（賃金、
退職金）および第7章の定年に関する規定は適用しない。適用しない部分
については、個別に締結する労働契約および第10章（補則）による。

 解説  この規則は、全従業員に適用されます。ただし、アルバイト等には適用さ
れない部分があることを示しています。

（規則の遵守）

第３条	 会社および従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に
当たらなければならない。

第２章　採用および異動

（採用）
第４条	 会社は、入社を希望する者のうち、選考に合格し所定の手続きを行なっ

た者を従業員として採用する。
（採用選考）
第５条	 従業員として入社を希望する者は次の書類を提出するものとし、会社は、

書類選考、面接試験を行ない、採用内定者を決定する。ただし、会社が
認めた場合は、書類の一部の提出を省略することがある。

①履歴書　（提出日3カ月以内に撮影した写真を貼付すること）
②職務経歴書
③健康診断書　（提出日前3カ月以内に受診したものに限る）
④学業成績証明書および卒業（見込）証明書　（新卒の場合）
⑤各種資格証明書その他会社が必要とするもの

（提出書類）
第６条	 1　�採用内定者が従業員として採用されたときは、会社の指定した日まで

に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は提
出書類の一部を省略することがある。

①誓約書
②身元保証書
③住民票記載事項証明書
④源泉徴収票（入社の年に給与所得のあった者）
⑤年金手帳および雇用保険被保険者証（職歴のある者）
⑥個人番号カードまたは通知カードの写し
⑦その他会社が必要とするもの

２　前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、
速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。

３　第１項第6号で取得する従業員および従業員の扶養家族の個人番号
の利用目的は、次のとおりとする。
①雇用保険届出事務
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